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2810010 伊曾島 ｲｿｼﾞﾏ 1 桑名市 桑名市 伊  曽　島 ○ S29.10.30 H17.3.2

2810020 川越 ｶﾜｺﾞｴ 1 三重郡川越町 川越町 四日市市 ◎ S26.12.13 S48.3.27

2810030 楠 ｸｽ 1 四日市市 四日市市 四日市市 ◎ ○ S27.7.29 H17.4.13

2810040 若松 ﾜｶﾏﾂ 1 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴　鹿　市 ◎ S30.10.21

2810080 香良洲 ｶﾗｽ 1 津市 津市 松　　　阪 ◎ S28.3.5 H24.2.22

2810090 松ヶ崎 ﾏﾂｶﾞｻｷ 1 松阪市 松阪市 松　　　阪 S29.10.30 H17.1.1 半島

2810095 下御糸 ｼﾓﾐｲﾄ 1 多気郡明和町 明和町 伊　勢　湾 ◎ S48.3.27 H23.2.22 半島

2810097 大淀 ｵｲｽﾞ 1
多気郡明和町
伊勢市

明和町 伊　勢　湾 ◎ S26.7.28 半島

2810100 村松 ﾑﾗﾏﾂ 1 伊勢市 伊勢市 伊　勢　湾 ◎ S28.3.5 H17.10.20 半島

2810110 江 ｴ 1 伊勢市 伊勢市 伊　勢　湾 S28.3.5 H17.10.13 半島

2810120 松下 ﾏﾂｼﾀ 1 伊勢市 伊勢市 伊　勢　湾 ◎ S28.3.5 H17.10.13 半島

2810130 小浜 ｵﾊﾏ 1 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽磯部 ○ ○ S28.3.5 S51.3.8 半島

2810140 安楽島 ｱﾗｼﾏ 1 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽磯部 ◎ S29.10.30 半島

2810150 本浦 ﾓﾄｳﾗ 1 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽磯部 ◎ S28.3.5 半島

2810160 石鏡 ｲｼﾞｶ 1 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽磯部 ◎ S26.12.13 H4.7.16 半島

2810170 国崎 ｸｻﾞｷ 1 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽磯部 ◎ S28.3.5 H13.3.19 半島

2810180 相差 ｵｳｻﾂ 1 鳥羽市 鳥羽市 鳥羽磯部 ◎ S28.3.5 H13.3.19 半島

離島

半島

離島

半島

離島

半島

2810205 国府 ｺｳ 1 志摩市 志摩市 三重外湾 ○ S55.2.20 H16.10.1 半島

2810210 甲賀 ｺｳｶ 1 志摩市 志摩市 三重外湾 ○ S28.3.5 H16.10.1 半島

2810215 神明 ｼﾝﾒｲ 1 志摩市 志摩市 三重外湾 ○ H1.12.6 H16.10.1 半島

2810220 名田 ﾅﾀ 1 志摩市 志摩市 三重外湾 ◎ S28.3.5 H16.10.1 半島

2810230 片田 ｶﾀﾀﾞ 1 志摩市 志摩市 三重外湾 ◎ S28.3.5 H16.10.1 半島

離島

半島

2810250 越賀 ｺｼｶ 1 志摩市 志摩市 三重外湾 ◎ S28.3.5 H16.10.1 半島

2810260 迫間浦 ﾊｻﾏｳﾗ 1 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ ○ S29.10.30 H17.9.26 半島

2810270 礫浦 ｻｻﾞﾗｳﾗ 1 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ ○ S27.7.29 H17.9.26 半島

2810285 慥柄 ﾀｼｶﾗ 1 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ S28.3.5 S62.3.25 半島

2810290 方座浦 ﾎｳｻﾞｳﾗ 1 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ S28.3.5 H4.4.21 半島

2810300 海野浦 ｶｲﾉｳﾗ 1 北牟婁郡紀北町 紀北町 三重外湾 ○ S31.7.6 半島

2810310 三浦 ﾐｳﾗ 1 北牟婁郡紀北町 紀北町 三重外湾 ○ S26.12.13 半島

2810320 矢口 ﾔｸﾞﾁ 1 北牟婁郡紀北町 紀北町 三重外湾 ◎ ○ S28.3.5 半島

2810330 白浦 ｼﾛｳﾗ 1 北牟婁郡紀北町 紀北町 三重外湾 ◎ S26.12.13 S49.12.11 半島

2810340 大曽根浦 ｵｵｿﾈｳﾗ 1 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ◎ ○ S27.7.29 H2.7.2 半島

2810350 行野浦 ﾕｸﾉｳﾗ 1 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ○ ○ S27.7.29 S51.3.8 半島

2810360 早田 ﾊｲﾀﾞ 1 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ○ S26.12.13 S51.3.8 半島

2810380 曽根 ｿﾈ 1 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ◎ S28.3.5 半島

2810390 梶賀 ｶｼﾞｶ 1 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ◎ S26.12.13 半島

2810400 甫母 ﾎﾎﾞ 1 熊野市 熊野市 熊　　　野 ◎ S29.10.30 半島

2810410 新鹿 ｱﾀｼｶ 1 熊野市 熊野市 熊　　　野 ◎ S28.3.5 半島

2810430 磯崎 ｲｿｻﾞｷ 1 熊野市 熊野市 熊　　　野 ◎ ○ S28.3.5 半島

2810280 阿曾浦 ｱｿｳﾗ 1 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 2 ○ S26.12.13 H17.10.4 半島

2820010 磯津 ｲｿﾂﾞ 2 四日市市 四日市市 四日市市 ◎ ○ S26.7.28 S38.2.26

2820020 鈴鹿 ｽｽﾞｶ 2 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴　鹿　市 ◎ S26.7.28 S59.6.7

2820030 白子 ｼﾛｺ 2 鈴鹿市 鈴鹿市 鈴　鹿　市 ◎ S26.12.13

2820035 白塚 ｼﾗﾂｶ 2 津市 三重県 白　　　塚 2 ◎ S28.3.5 H30.4.1

2820040 猟師 ﾘｮｳｼ 2 松阪市 松阪市 松　　　阪 ◎ ○ S28.6.27 H16.12.17 半島

2820060 豊北 ﾄﾖｷﾀ 2 伊勢市 伊勢市 伊　勢　湾 ◎ S26.12.13 H17.11.1 半島

離島

半島

離島

半島

離島

半島
ｽｶﾞｼﾏ H4.4.21S26.7.28鳥羽磯部 ○

和具(答志) ﾜｸﾞ(ﾄｳｼ)

2820090 菅島

鳥羽磯部

鳥羽磯部舟越 ﾌﾅｺｼ 1 鳥羽市(答志島) 三重県

鳥羽市 鳥羽磯部

2 鳥羽市(菅島) 鳥羽市

志摩市

2810190

2820070 三重県 S54.2.3◎答志 ﾄｳｼ 2 鳥羽市(答志島)

1 鳥羽市(答志島) 鳥羽市

鳥羽磯部

○

S26.12.13

S28.6.27

◎

鳥羽市（坂手島） 鳥羽市

H4.1.13

H4.7.22◎ ○ S28.3.5

三重外湾

鳥羽磯部

◎

2810195

ｻｶﾃ 1

2810240 間崎 ﾏｻｷ 1

2810200 坂手

志摩市（間崎島）

H3.9.18◎

H16.10.1S38.2.14

2820080 桃取 ﾓﾓﾄﾘ 2 鳥羽市(答志島) S28.3.5
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離島

半島

2820120 深谷 ﾌｶﾔ 2 志摩市 三重県 三重外湾 ◎ S44.9.6 H16.10.1 半島

2820130 御座 ｺﾞｻﾞ 2 志摩市 志摩市 三重外湾 ◎ S28.3.5 H16.10.1 半島

2820140 宿田曾 ｼｭｸﾀｿ 2 度会郡南伊勢町 三重県 三重外湾 ◎ ○ S28.3.5 H17.10.4 半島

2820150 相賀浦 ｵｵｶｳﾗ 2 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ ○ S28.3.5 H17.10.4 半島

2820180 贄浦 ﾆｴｳﾗ 2 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ S26.7.28 H17.10.4 半島

2820185 奈屋浦 ﾅﾔｳﾗ 2 度会郡南伊勢町 三重県 三重外湾 ◎ S28.3.5 H17.10.4 半島

2820190 古和浦 ｺﾜｳﾗ 2 度会郡南伊勢町 南伊勢町 三重外湾 ◎ S28.3.5 H17.10.4 半島

2820200 島勝 ｼﾏｶﾂ 2 北牟婁郡紀北町 紀北町 三重外湾 ◎ S26.7.28 H17.10.4 半島

2820210 須賀利 ｽｶﾞﾘ 2 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ◎ ○ S26.7.28 H3.11.13 半島

2820220 九木 ｸｷ 2 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ◎ S26.12.13 半島

2820225 古江 ﾌﾙｴ 2 尾鷲市 尾鷲市 三重外湾 ◎ S28.3.5 S50.3.25 半島

2820230 遊木 ﾕｷ 2 熊野市 熊野市 熊　　　野 ◎ S26.7.28 H17.11.1 半島

2830005 安乗 ｱﾉﾘ 3 志摩市 三重県 三重外湾 ◎ S26.7.28 H16.9.21 半島

2830010 波切 ﾅｷﾘ 3 志摩市 三重県 三重外湾 ◎ ○ S26.7.28 H16.9.21 半島

2830020 錦 ﾆｼｷ 3 度会郡大紀町 三重県 三重外湾 ◎ S26.12.13 H17.2.2 半島

2840010 和具(和具) ﾜｸﾞ(ﾜｸﾞ) 4 志摩市 三重県 三重外湾 ○ S26.7.28 H16.9.21 半島

2840015 五ヶ所湾 ｺﾞｶｼｮﾜﾝ 4 度会郡南伊勢町 三重県 三重外湾 ○ S63.3.31 H17.9.28 半島

2840020 三木浦 ﾐｷｳﾗ 4 尾鷲市 三重県 三重外湾 ◎ S28.6.27 半島

（注）

1．海岸保全区域欄は、「○」は海岸保全区域指定済漁港、「◎」は海岸保全区域指定済漁港中、海岸法第５条第４項の漁港区域に接する海岸保全区域指定済漁港を表す。

2．港則法適用欄は、「○」が港則法適用漁港、「◎」は関税法上の開港を表す。

3．指定年月日の欄は、一番最初に指定された告示年月日、区域変更年月日の欄は、現在の漁港の区域となった告示年月日を表す。

4．ビジター（一時利用をいう。）受入欄は、ビジター艇の受入を行っている漁港を「○」で表す。

5．離島・半島欄の「離島」は離島振興法（昭和28年法律第72号）に基づく離島振興対策実施地域、「半島」は半島振興法（昭和60年法律第63号）に基づく半島振興対策実施地域、「奄美」は奄美
群島振興開発特別措置法（昭和29年法律第189号）に基づく奄美群島に所在する漁港を表す。

6．有人国境離島欄の「国境離島」又は「特定国境離島」は、有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法（平成28年法律第33号）に基づく
有人国境離島地域又は特定有人国境離島地域を構成する離島に存在する漁港を表す。

○ H17.9.16S26.12.132820100 神島 ｶﾐｼﾏ 2 鳥羽市(神島) 三重県 鳥羽磯部


	三重県

